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１　はじめに

　わが国の酪農において多数を占める家族型
経営にとって、病気・けが、冠婚葬祭、育児、
旅行などで休暇を取りたい時に、経営主やそ
の家族に代わって飼養管理作業を担う酪農ヘ
ルパーは、頼もしい存在であると同時に、経
営継続のためのインフラとして重要な役割を
担っている。一般社団法人酪農ヘルパー全国
協会（以下「全国協会」という）では、全国
の酪農ヘルパー利用組合（以下「利用組合」
という）に対して毎年度「酪農ヘルパー利用
実態調査」（以下「実態調査」という）を実
施し、その結果を公表している。本調査の酪
農ヘルパー利用農家１戸当たりの年間平均利
用日数の推移を見ると、調査を開始した平成
７年度においては１１. ８日であったが、令

 調査・報告

人材コンサルタントを活用した酪農ヘルパーの採用
および定着の促進を図るための取り組み

和元年度においては２３.６日となっており、
２４年間で倍増している。このことから、酪
農家の間で酪農ヘルパーの利用が着実に浸
透・定着し、また、酪農家が休暇を取るため
に重要な役割を担っていることがうかがえ
る。一方、専任酪農ヘルパー（注１）数（以下「要
員数」という）は平成１７年８月の１２９１
名をピークとして徐々に減少し、令和２年８
月時点においては１０２４名となっている。
酪農ヘルパーの年間利用日数は増加している
一方で要員数は減少しているため、地域に
よっては、酪農家が希望通りに酪農ヘルパー
を活用できない状況が散見されており、酪農
ヘルパーの人材の確保と定着の促進を図るこ
とが急務となっている。

一般社団法人酪農ヘルパー全国協会　事務局長　岡本　尚之
酪農乳業部　酪農振興課　田中　緑、池田　秀俊

　酪農ヘルパーは慢性的に人材が不足しており、酪農家の利用要望に応えるためにも人材の確

保および定着の促進を図ることが急務である。

　そこで、一般社団法人酪農ヘルパー全国協会は、人材確保や育成についての専門知識を有し

たコンサルタントの助言を受け、酪農ヘルパー利用組合で人材確保などを図るための取り組み

を行ったので、その事例を紹介する。

【要約】
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２　酪農ヘルパーの採用および定着に関する課題

　まず、船井総研は全国の利用組合が抱える
採用と定着に関する課題を把握するため、全
国協会が平成２９、３０年度に利用組合や専
任酪農ヘルパーを対象に実施したアンケート
調査や、令和２年度に実施した実態調査など
の結果を基に分析を行った。これによると、
令和２年８月時点において、全国の２７０利
用組合のうち約３割に当たる８２利用組合が
必要な要員数を充足できていない（表１）。
利用組合への参加酪農家戸数別の要員不足の
状況を見ると、参加戸数４９戸以下の利用組
合ではその約２割が不足と回答しているのに
対し、参加戸数５０戸以上の利用組合では約
６割が不足と回答しており、参加戸数の多い
利用組合ほど要員不足が深刻で、酪農家の酪
農ヘルパー利用への需要に応えきれていない
と推測された。
　また、退職した専任酪農ヘルパーの勤続年
数を見ると、平成２６年度～令和元年度の６
年間で退職した専任酪農ヘルパー１０５９名
のうち約半数に当たる５０４名が就業後３年
未満で離職していることが判明した（表２）。
　このように、採用した若手の専任酪農ヘル

パーが定着することなく退職してしまうとい
う状況が要員不足の原因となっていることが
推測された。そして、若手の専任酪農ヘルパー
の離職の原因は、酪農ヘルパー同士や事務局
とのコミュニケーション不足による、出役（注２）

のシフト調整や作業ごとの労働負担と対価の
バランスに関する不満や、研修後の先輩酪農
ヘルパーとのＯＪＴの有無などが挙げられ
た。このことから、離職の原因をさらに分析
して若手の専任酪農ヘルパーの離職者数を減
らし、定着を促進しつつ、必要な新規採用を
適切に実施していくことを人材確保の課題と
して設定した。
　これらの分析結果を踏まえ、全国協会では
人材確保に向けたコンサルティングを試験的
に実施する対象利用組合を選定し、具体化し
た課題の解決策の提案や実行支援を行った。
今回は対象利用組合のうち酪農とちぎ農業協
同組合におけるコンサルティングの事例を振
り返ってみたい。

（注２）�酪農ヘルパーが酪農家に出向き、搾乳などの作業
を代行すること。

　このような状況を踏まえ、全国協会では、
元年度より酪農経営支援総合対策事業（酪農
経営安定化支援ヘルパー事業）を活用し、人
材の確保や育成についてのコンサルティング
の経験豊富な株式会社船井総合研究所（以下
「船井総研」という）に委託し、利用組合が

抱える酪農ヘルパー人材確保、特に採用およ
び定着に関する課題の整理を行い、課題解決
案の検討および課題解決に向けた取り組みを
実施したのでその成果を報告する。

（注１）利用組合と常用的な雇用関係にある酪農ヘルパー。
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３　酪農とちぎ農業協同組合の紹介

　酪農とちぎ農業協同組合は、栃木県全域を
事業区域とする酪農専門農協で、県下の６酪
農業協同組合の合併により平成１３年８月１
日に発足し、令和３年に設立２０周年を迎え
た。栃木県の生乳生産量は都府県においては
最も多く、同農協の生乳出荷者は３７０戸（３
年１月時点）、２年度の受託乳量は２３万 

６６８７トンであり、県内酪農家の７割以上
（受託乳量ベース）が組合員として加入して
いる（図１）。
　同農協の酪農ヘルパー事業は、営農指導事
業の一環として実施されており、利用組合と
しての事務局は同農協の業務部が担ってい
る。３年８月１日現在の事業の参加戸数は

表２　勤続年数別専任酪農ヘルパーの退職者数（全国）
（単位：人、％）

3年未満
小計

3年以上
～

10年未満
10年以上 計

1年未満
1年以上

～
3年未満

平成26年度
37 40 77 70 36 183

(20.2) (21.9) (42.1) (38.3) (19.7) (100)

27年度
44 47 91 54 36 181

(24.3) (26.0) (50.3) (29.8) (19.9) (100)

28年度
29 38 67 64 39 170

(17.1) (22.4) (39.4) (37.6) (22.9) (100)

29年度
57 31 88 57 35 180

(31.7) (17.2) (48.9) (31.7) (19.4) (100)

30年度
39 59 98 48 45 191

(20.4) (30.9) (51.3) (25.1) (23.6) (100)

令和元年度
29 54 83 49 22 154

(18.8) (35.1) (53.9) (31.8) (14.3) (100)

期間計
235 269 504 342 213 1,059

(22.2) (25.4) (47.6) (32.3) (20.1) (100)

資料：一般社団法人酪農ヘルパー全国協会「酪農ヘルパー利用実態調査」
　注：下段（　　）内は構成比。

表１　酪農ヘルパー利用組合の参加規模区分と酪農ヘルパー要員不足状況（全国）

参加酪農家戸数 利用組合数
（Ａ）

要員不足
利用組合数（Ｂ） 割合

（Ｂ/Ａ）
50戸未満 215 50 23%

10戸未満 60 8 13%
10～19戸 71 11 15%
20～49戸 84 31 37%

50戸以上 55 32 58%
50～99戸 35 18 51%
100～199戸 15 10 67%
200戸以上 5 4 80%
合計 270 82 30%

資料：一般社団法人酪農ヘルパー全国協会「令和２年度 酪農ヘルパー利用実態調査」
　注：令和２年８月時点。
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図１　酪農とちぎ農業協同組合の組合員の分布

資料：酪農とちぎ農業協同組合の提供資料を基に筆者作成　

那那須須高高原原支支所所

宇宇都都宮宮支支所所

本本所所

県県南南支支所所

表３　酪農とちぎ農業協同組合における酪農ヘルパー事業の概要
利用組合設立日 平成 13 年 8 月 1 日

酪農ヘルパー事業従事者数

専任酪農ヘルパー　13 名
（内訳：県北地域 6 名、県南地域 7 名）
臨時酪農ヘルパー　21 名

（内訳：県北地域 15 名、県南地域 6 名）
事務職員　　　　　  9 名

専任酪農ヘルパー平均勤続年数 13 年
専任酪農ヘルパー平均年齢 44.9 歳
利用組合参加戸数 245 戸

資料：酪農とちぎ農業協同組合への聞き取りを基に筆者作成
注１：令和３年８月１日現在。
注２： 臨時酪農ヘルパーとは、あらかじめ利用組合へ登録を行い、繁忙期などの出役要請が集中した

際に酪農ヘルパーとして出役する者である。その多くは、酪農への従事経験者などである。

４　採用および定着の促進を図るための解決策の提案およびその実証

　船井総研は、同農協における酪農ヘルパー
の採用や定着に関する課題を把握するため、
全国協会とともに複数回の聞き取り調査など

を行った。その結果、課題は大きく分けて次
の三つであると分析し、課題ごとに解決策の
提案および実証を行った。

２４５戸（注３）、専任酪農ヘルパーは１３名で
ある（表３）。出役の範囲は県下のほぼ全域
に及ぶが、酪農家が集中している県北部の那
須高原支所管内（以下「県北地域」という）
と県の中・南部の宇都宮支所および県南支所
管内（以下「県南地域」という）の二つの地

域に分け、酪農家からの利用申込や出役する
酪農ヘルパーの出役調整は原則として地域ご
とに行われている。

（注３）�同農協の組合員（生乳出荷者）のうち酪農ヘルパー
の利用を希望する者が参加している。
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68 畜産の情報　 2021.12

（１）採用体制の確立

　船井総研の調査によると、企業などの一般
的な採用活動においては、応募の約８５％
がウェブサイトを通して行われている。一方、
同農協の過去の採用活動は、関係者からの紹
介、県立農業大学校を通じたものに限られて
おり、応募者数が少ないことで、採用に苦労
をしていた。また、限られた応募者から確実
に必要人数を採用する必要があったため、応
募者とのコミュニケーションや酪農ヘルパー
として活躍していくための意思や適性確認と
いった選考が十分ではなかったという。
　この状況を解消するため、採用体制を確立
し、酪農ヘルパーに興味がある求職者に広く
求人情報を提供することが重要であると分析
した。具体的には、未経験者を含む多くの求
職者に情報を発信できるウェブサイトによる
採用を行うことを提案した。
　一般的に、ウェブサイトによる採用活動は、
求人情報サイトによるものと個別企業などの
独自の求人サイトによるものの２パターンが
ある。前者は掲載費用が必要であり、デザイ
ンや内容の項目に一定の制約がある。一方、
後者は、前者に比べ作成・維持に要する費用
を抑えることができ、デザインや内容につい
ても自由度が高い特徴がある。今回、同農協
では、認知度が高いとは言えない酪農ヘル
パーという職業を知ってもらい、未経験者な
ど新たな求職者からの応募を開拓するため
に、酪農ヘルパーの業務紹介やインタビュー
記事などを掲載した独自の求人サイトを作成
することとなった（図２）。
　同農協が作成した求人サイトには公開後１
カ月で約１５００件の閲覧があり、問い合わ
せが２８件あった。今回のサイト作成におい

ては、酪農ヘルパーに興味がある求職者に広
く求人情報を届けるために、求人検索サービ
スへ登録した。また、そのサイト上で、「酪農」
「酪農ヘルパー」「栃木県」といったキーワー
ドで検索した際に同農協の求人サイトが上位
に表示されるようにするなど工夫し、予想以
上の閲覧数となった。船井総研によると、一
般的に、独自の求人サイトでの閲覧から問い
合わせに至る割合は０. ５％程度だが、今回
の同農協の求人サイトにおいてはその割合が
約１. ８％と極めて高水準であった。コロナ
禍で求職需要が高まっていたとはいえ、適切
な情報発信を行えば酪農ヘルパーの求人に対
する関心が高まることが示唆された。
　最終的に、公開から約８カ月間で同農協に
は４９件の求人の問い合わせがあり、その後
１４名の応募から、面接などを経て２名の採
用につなげることができた。多数の応募があ
ることで、複数の応募者から書類審査や面接
などを行い、一緒に働きたいと思える人材を
採用することができるのも大きなメリットと
なっている。
　また、応募自体をウェブサイトやメールで
行うことで、応募者と事務局がお互いに連絡
を取りやすくなり、応募から面接、採用まで
の期間が従来の書面や電話で行う場合に比べ
短縮し、スムーズに行うことができるといっ
たメリットが得られた。
　予想以上に応募者数が多かったことから、
同農協の事務局では一時的に担当者の業務負
担が増えたものの、ウェブサイト上でやり取
りすることから業務の空き時間などで対応す
ることもでき、通常業務に支障はなかったと
いう。今回の経験を踏まえ、今後の採用活動
についても求人サイトを活用していきたいと
のことであった。
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（２）各種手当の支給基準の見直し

　同農協の専任酪農ヘルパーに支給される給
与は、基本給、出役日数により支払われる出
役手当、作業内容に応じて支払われる管理手
当などにより構成されていた。この給与体系
の場合、基本給は経験年数に、出役手当は出
役日数に、管理手当は作業内容と乳牛飼養頭
数にそれぞれ左右される。給与の約半分を占
める管理手当については、搾乳、給餌および
ふん出しなど作業別に１頭当たりの単価が設
定されている（表４）。しかし、例えば同じ
搾乳作業であっても、労働負担の大きなバ
ケット搾乳と労働負担の小さいパーラー搾乳
で手当の単価が同一であったことから、作業
別の手当の単価が労働負担に対応していない
と分析した。このため､乳牛飼養頭数が多く、
機械化が進んだ大規模酪農家に出役した場合

は労働負担が小さくかつ手当が高い一方、小
規模で機械化が進んでいない酪農家に出役す
ると労働負担が大きい上に支給される手当が
少ない状況となっていた。実質的な労働負担
と支給される手当のバランスが取れていない
ことが、酪農ヘルパーの間で不満につながっ
ており、離職の原因の一つとなっていたこと
から、これを解消することを課題とした。
　課題の解消のため、総人件費の増加に配慮
しつつ、経験年数にかかわらず労働負担の大
きい業務に従事した酪農ヘルパーの手当が高
くなるように、給与体系の見直しを提案した
（表５）。
　具体的には、労働負担に対して手当が低い
と考えられるバケット搾乳、サイロ出し（注４）、
ふん出しの単価を増額し、労働負担に対して
手当が高いと考えられる給餌の単価を減額す
ることを提案した。給餌の単価を減額した理

図２　酪農とちぎ農業協同組合の求人サイト 

資料：酪農とちぎ農業協同組合ホームページから抜粋
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由は、総人件費の増加を抑制し、同農協の酪
農ヘルパー事業の収入と支出のバランスを取
るためである。管理手当の単価変更による総
人件費を試算したところ約４０万円の増加が
見込まれるが、同農協の全体の収支には大き
な影響はないと考えられた。また、同農協で
は作業別に酪農家から利用料金を徴収してお
り、利用料金と管理手当を連動させることも
収入と支出のバランスを維持するための一つ
の方法である。
　管理手当の単価の変更を事務局で検討した
ところ、管理手当の単価を減額することで、
酪農ヘルパーの出役の状況によっては給与が
減少し、不利益を伴う者から不満が出てくる
ことが懸念された。このため、給餌の単価の
減額やサイロ出し、ふん出しの単価の増額は
行わず、令和４年１月から労働負担が最も大
きいバケット搾乳の単価を１頭当たり８０円
から同１６０円に倍増することを予定してい
る。また、同農協においては２年４月に、生
産者が支払う利用料金の引き上げを行ったこ
とによる収入増加で、他の作業の手当の引き
下げを行わなくても管理手当の増額に伴う人
件費の支出増加を吸収することができる見通
しが立った。今回は、バケット搾乳の手当の
見直しのみとなったが、従来に比べ労働負担

に応じて手当が支給される給与体系に改善さ
れたことで、不満が解消することが期待される。

（注４）サイロから飼料給餌機械まで飼料を運搬する作業。

（３）出役スケジュール決定方法の変更

　同農協では、酪農家からの利用希望の取り
まとめや酪農ヘルパーの出役調整は県北地域
と県南地域の地域ごとに行われていた。この
ため、両地域間で酪農ヘルパーの利用状況な
どの情報共有ができておらず、例えば県北地
域内で派遣できる酪農ヘルパーの人数を超え
る酪農家からの利用希望があった場合、県南
地域の酪農ヘルパーが県北地域に出役すると
いった対応をとることが少なかった。このた
め地域によって酪農ヘルパーの稼働率や労働
時間に偏りが生じたり、出役調整を行う事務
局の事務負担が増えるといったことに苦労し
ていたという。
　また、酪農家の傷病時に、急を要する酪農
ヘルパーの利用希望があり、その際の酪農ヘ
ルパーの出役先変更の連絡などは電話により
行われていたため、電話連絡の行き違いによ
る酪農ヘルパーの出役先の間違いなどのトラ
ブルが発生していた。

表４　現行の管理手当
管理手当 1頭当たり単価
搾乳 80円
給餌 60円

乾乳牛給餌 60円
育成牛給餌 60円
サイロ出し 25円
ふん出し 25円

資料：株式会社船井総合研究所作成

表５　管理手当の見直し案
管理手当 1頭当たり単価

搾乳

バケット 160円
パイプライン 80 円
簡易パーラー 80 円
ピットパーラー 80 円
給餌 60円

乾乳牛給餌 60円
調整給与 50円
機械給与 30円
サイロ出し 35円
ふん出し 35円

資料：株式会社船井総合研究所作成
　注：赤字が見直しをした手当。
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　これらの問題の多くは、出役のスケジュー
ルの連絡方法が電話や書面が中心となってお
り、事務局と酪農ヘルパーとの間のリアルタ
イムでの情報共有ができていないことが原因
と考えられ、この問題を解消することが課題
であった。そこで事務局の出役調整の事務負
担の軽減を図りつつ、出役スケジュールの「見
える化」を実現するために、出役スケジュー
ルの管理ツールの導入を提案した。
　まず、出役スケジュールの管理ツールとし
て、飲食店のシフト管理システムなどの既存
のシステムを含めさまざまなシステムの提案
を行った。メリット・デメリットを比較した
結果、従来事務局が利用していた表計算ソフ
トと類似のスプレッドシートという機能をク
ラウド上で使えるだけでなく、メールやカレ
ンダーといった機能と連携することもできる
アプリケーションを採用することになった
（図３）。このアプリケーションのスプレッド
シートは、事務局担当者が構築・改変できる
ため、従来酪農家へ配布するために表計算ソ

フトで作成していた予定表の様式をそのまま
維持できることも決め手となった。
　アプリケーションの導入により、県北・県
南地域の事務局は同じスプレッドシートを同
時に使用し、それぞれの事務局が酪農家の利
用希望および酪農ヘルパーの休み希望を入力
することで､ 双方の事務局が互いの状況を共
有することができるようになった。このため、
一方の出役が集中した際に、より円滑に地域
をまたいだ出役を行うことができるように
なった。
　また、酪農ヘルパー個人とひも付いている
メールやカレンダーとの連携により、リアル
タイムで出役先の酪農家を確認できるように
なった。これにより、酪農家の傷病時など急
な利用要望の変更があった場合でも、事務局
がスプレッドシートを操作することで、酪農
ヘルパー自身のカレンダーが自動的に変更さ
れ、出役先を間違えることを未然に防止でき
るようになっている（図４）。

図３　出役スケジュールの新たな管理ツールの概要

資料：株式会社船井総合研究所作成
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図４　導入したアプリケーションの機能一覧とその活用範囲

資料：株式会社船井総合研究所作成資料を基に筆者作成

５　実証結果を踏まえた今後の課題など

　前項で述べた三つの項目において船井総研
からの提案をもとに実証を行ったところ、効
果が確認できた一方で、次のような課題も見
えてきた。

（１）採用体制の確立

　従来の酪農経験者を中心とした採用では少
数の応募者しかいなかったことから、面接な
どについても事務局側の負担はあまりなかっ
たが、求人サイト上に求人情報を公開し、全
国の求職者に閲覧してもらうことで、従来に
比べると応募者数が大幅に増加した。事務局
の担当者は、酪農ヘルパーの求人に対する潜
在的な需要の大きさに驚くと同時に、今後は
多数の応募者の中から酪農ヘルパーとしての
適性を見極め、履歴書や適性検査、面接など
を通じて求める人材を選抜し、採用するスキ
ルを向上させることが求められるだろうと話す。
　また、酪農ヘルパーという職業は一般的な

酪農家に就業する場合と異なり、毎日異なる
酪農家に出役し、さまざまな形態の酪農家で
作業するといった特殊な就業形態を取ってい
る。同農協が専任酪農ヘルパーとして新たに
採用した酪農業の就業経験のある者は、酪農
ヘルパーとしての作業に対する懸念はなかっ
たが、特殊な就業形態に慣れるまでに多くの
時間を要したと話す。ましてや、酪農未経験
者にとって、想像の業務と実際の業務にミス
マッチが生じ、短期間で離職することが懸念
される。今回の募集では、同農協や船井総研
が予想した以上に若年層の酪農未経験者から
の応募があり、その中には「動物が好きで、
動物と触れ合える仕事に興味がある」などと
いった、酪農ヘルパーの実際の業務内容を理
解していない声もあったという。酪農未経験
者のうち希望者に対し、現地説明会として酪
農家での見学を行うことや、当初は臨時酪農
ヘルパーとして採用し適性を見極めてから専
任酪農ヘルパーとして採用するなどの工夫を
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行うことで、酪農未経験者からも採用するこ
とができた。今後は、採用だけでなくその後
の定着にもつなげるために、採用前に一定期
間インターンシップを行うなど業務内容を理
解する機会を充実させ、酪農未経験者が持つ
酪農ヘルパーの業務のイメージと実態の
ギャップを埋めていくことが必要と考えられる。

（２）各種手当の支給基準の見直し

　今回の手当の増額をきっかけに、酪農ヘル
パーからは、「子牛の哺乳手当を追加してほ
しい」などの新たな要望が挙がったことから、
今後も管理手当については随時見直しの検討
を続けていくとのことである。さらなる管理
手当の見直しにおいては、長期的な視点をもっ
て同農協の収入と支出のバランスを保つこと
が重要となり、利用料金を負担する酪農家も
含めた関係者との協議が重要となるだろう。

６　まとめ

　最後に、今回の取り組みにおいて、酪農と
ちぎ農業協同組合の採用および定着に関する
課題が明らかになり、一部については解決策
の実証にまでつなげることができた。全国の
利用組合においても、同様の課題を抱えてい
るのではないだろうか。酪農ヘルパー事業を
取り巻く環境は、酪農家戸数の減少や要員数
の減少など、事業を維持する上で厳しい現実
に直面している。今回は、コンサルタントの

助言を得て課題の解決を行い、新たな視点か
ら改善が図られた事例である。全国の各利用
組合においては、酪農家、利用組合事務局職
員、酪農ヘルパーなどの利用組合関係者だけ
ではなく行政などを含む関係者がアイデアを
持ち寄り十分に協議して課題を特定し、解決
していく必要があるだろう。本稿で報告した
取り組み事例がその検討の一助となれば幸い
である。
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（３）出役スケジュール決定方法の変更

　今後は酪農家の減少、高齢化がさらに進行
する可能性があり、地域ごとに出役を管理す
る方法では酪農ヘルパーの稼働率が低下し、
収益の維持が難しくなってくることが予測さ
れる。同農協では過去に組織統合した経緯も
あり、地域により出役のカウントが朝夕セッ
ト（朝と夕方の２回の出役で１日とカウン
ト）、夕朝セット（夕方と翌朝の２回の出役
で１日とカウント）が混在しているなど細か
な部分に差異が生じており、地域制の撤廃に
当たっては大きな課題となっている。現状は
地域制の撤廃を見通しながら、まずは、県北
地域・県南地域の地域制を徐々に緩和し、地
域をまたいだ出役回数を増やすことで酪農ヘ
ルパーの稼働率の向上をさらに推進していく
ことが必要とみている。また、地域制の緩和
に当たっては、地域ごとの出役に関する取り
扱いの細かな差異をなくすなど、酪農家の理
解を求めていくことも必要になる。
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